
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成16年 3月23日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

公
安
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・
警
務
課
）
…
…
…
…
…
１

１

ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
6
年
３
月
2
3
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
45年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
１
項
の
表
生
活
安
全
部
の
項
中
「
生
　
活
　
保
　
安
　
課
」
を
「
生
　
活
　
環
　
境
　

「
捜
　
査
　
第
　
二
　
課

課
」
に
改
め
、
同
表
刑
事
部
の
項
中
「
捜
　
査
　
第
　
二
　
課
」
を

組
織
犯
罪
対
策
課
」

「
科
学
捜
査
研
究
所

に
、
「
科
学
捜
査
研
究
所
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
条
第
２
項
の
表
警
務
課
の

機
　
動
　
捜
　
査
　
隊
」

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
条
第
２
項
生
活
保
安
課
の
項
、
捜
査
第
一
課
の
項
及
び
捜
査
第
二
課
の
項
を
削
る
。

第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
中
第
６
号
及
び
第
７
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
７
号
と
し
、

第
４
号
を
第
６
号
と
し
、
第
３
号
の
次
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。

（
４
）
古
物
営
業
及
び
質
屋
営
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）
警
備
業
の
認
定
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
第
８
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
８
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
事
犯
及
び
高
度
な
情
報

技
術
を
利
用
す
る
犯
罪
の
総
合
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
中
第
９
号
か
ら
第
11号

ま
で
を
削
り
、
第
12号

を
第
９
号
と

す
る
。

第
４
条
の
２
少
年
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

生
活
環
境
課

（
１
）
公
害
関
係
事
犯
そ
の
他
の
環
境
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
保
健
衛
生
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

（
３
）
経
済
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
４
）
銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
５
）
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
の
危
険
物
の
指
導
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
組
織
犯
罪

対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
６
）
風
俗
営
業
の
許
可
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
７
）
風
俗
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
８
）
外
国
人
労
働
者
に
係
る
雇
用
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
９
）
保
安
関
係
の
特
別
法
違
反
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

第
４
条
の
２
生
活
保
安
課
の
項
を
削
る
。

第
５
条
の
見
出
し
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
隊
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
所
」
を
「
、

所
及
び
隊
」
に
改
め
、
同
条
刑
事
企
画
課
の
項
第
10号
中
「
課
」
の
次
に
「
、
所
及
び
隊
」
を
加

え
、
同
条
捜
査
第
一
課
の
項
第
６
号
及
び
第
７
号
を
削
り
、
同
条
捜
査
第
二
課
の
項
第
５
号
か
ら
第

1
0
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
1
1
号
中
「
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
及
び
前
号
」
を
「
前
各
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
５
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

組
織
犯
罪
対
策
課

（
１
）
暴
力
団
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
３
）
暴
力
団
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
４
）
暴
力
団
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

警
　
　
務
　
　
課

犯
罪
被
害
者
対
策
室

秋
田
東
警
察
署
設
置
準
備
室
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（
５
）
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
そ
の
他
薬
物
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
６
）
け
ん
銃
そ
の
他
の
銃
器
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
７
）
部
内
の
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
組
織
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
５
条
科
学
捜
査
研
究
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

機
動
捜
査
隊

（
１
）
犯
罪
多
発
地
域
に
お
け
る
機
動
捜
査
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
重
要
事
件
の
初
動
捜
査
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

（
３
）
広
域
機
動
捜
査
班
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

（
４
）
そ
の
他
特
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
。

第
６
条
の
見
出
し
中
「
各
課
」
の
次
に
「
、
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
中
「
各
課
」
の
次
に

「
、
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
交
通
企
画
課
の
項
第
８
号
中
「
課
」
の
次
に
「
、
セ
ン
タ
ー
及

び
隊
」
を
加
え
る
。

「

第
16条
第
１
項
の
表
中
「
留
置
場
」
を
「
留
置
」
に
、

を

」

「

「

に
、

」

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」

「

「

を

」

「

に
、

生
活
安
全
部

事
件
総
括

指
導
官

銃
器
対
策
官

生
活
安
全
部

刑
　
事
　
部

事
件
総
括

指
導
官

銃
器
対
策
官

警
　
務
　
課

犯
罪
被
害
者

対
策
室
長

企
　
画
　
官

命
を
受
け
、
犯

対
策
室
の
事
務
を

室
の
職
員
を
指

る
。命
を
受
け
、
警

般
に
関
す
る
企
画

に
関
す
る
事
務

る
。

罪
被
害
者

掌
理
し
、

揮
監
督
す

る
。

察
運
営
一

及
び
整

罪
被
害
者

揮
監
督
す

察
運
営
一

及
び
調
整

を
掌
理
す

警
　
務
　
課

秋
田
東
警
察

署
設
置
準
備

室
長

命
を
受
け
、
秋
田
東
警
察

署
設
置
準
備
室
の
事
務
を
掌

理
し
、
室
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。

警
　
務
　
課

秋
田
東
警
察

署
設
置
準
備

室
長

犯
罪
被
害
者

対
策
室
長

企
　
画
　
官

命
を
受
け
、
秋
田
東
警
察

署
設
置
準
備
室
の
事
務
を
掌

理
し
、
室
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。

命
を
受
け
、
犯
罪
被
害
者

対
策
室
の
事
務
を
掌
理
し
、

室
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。命
を
受
け
、
警
察
運
営
一

般
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す

る
。

生
活
安
全

企
画
課

ハ
イ

罪
対

テ
ク
犯

命
を
受
け
、
ハ
イ
テ
ク
犯

罪
対
策
室
の
事
務
を
掌
理

生
活
安
全

企
画
課

生
活
保
安
課

ハ
イ
テ
ク
犯

罪
対
策
室
長

環
境
犯
罪

対
策
室
長

銃
器
薬
物

対
策
室
長

命
を
受
け
、
ハ
イ
テ
ク
犯

罪
対
策
室
の
事
務
を
掌
理

し
、
室
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

命
を
受
け
、
環
境
犯
罪
対

策
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
室

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
銃
器
薬
物
対

策
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
室

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

捜
査
第
一
課
組
織
窃
盗

対
　
策
　
官

暴
　
力
　
団

対
策
室
長

命
を
受
け

査
の
指
揮
及

る
事
務
を
掌

命
を
受
け

室
の
事
務
を

職
員
を
指
揮

命
を
受
け

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識



」

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」

「

捜
査
第
二
課

意
見
聴
取
官

保
護
対
策
官

命
を
受
け

員
に
対
す
る

係
る
意
見
聴

務
を
掌
理
す

命
を
受
け

る
危
害
を
被

る
者
の
保
護

を
掌
理
す
る
。

平成16年 3月23日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

３

を

」

「

に
、

」

及
び
調
整

を
掌
理
す

る
。

テ
ク
犯

策
室
長

命
を
受
け
、
ハ
イ
テ
ク
犯

罪
対
策
室
の
事
務
を
掌
理

し
、
室
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

、
組
織
窃
盗
捜

び
指
導
に
関
す

理
す
る
。

、
暴
力
団
対
策

掌
理
し
、
室
の

監
督
す
る
。

、
指
定
暴
力
団

措
置
命
令
等
に

取
に
関
す
る
事

る
。

、
暴
力
団
に
よ

る
お
そ
れ
の
あ

に
関
す
る
事
務

捜
査
第
一
課

組
織
犯
罪

対
策
課

組
織
窃
盗

対
　
策
　
官

意
見
聴
取
官

保
護
対
策
官

命
を
受
け
、
組
織
窃
盗
捜

査
の
指
揮
及
び
指
導
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
す
る
。

命
を
受
け
、
指
定
暴
力
団

員
に
対
す
る
措
置
命
令
等
に

係
る
意
見
聴
取
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
。

命
を
受
け
、
暴
力
団
に
よ

る
危
害
を
被
る
お
そ
れ
の
あ

る
者
の
保
護
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
す
る
。

少
　
年
　
課

少
年
事
件

捜
査
指
導
官

被
害
少
年

対
　
策
　
官

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
少
年
事

件
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

命
を
受
け
、
被
害
少
年
の

保
護
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

少
　
年
　
課

生
活
保
安
課

少
年
事
件

捜
査
指
導
官

被
害
少
年

対
　
策
　
官

少
　
　
　
年

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
長

薬
物
捜
査

指
　
導
　
官

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
少
年
事

件
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

命
を
受
け
、
被
害
少
年
の

保
護
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

命
を
受
け
、
少
年
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理

し
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
薬
物
事

犯
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

少
　
年
　
課

少
年

被
害

対
　

少サ
ポ

セ
ン

少
年
課

少
年

捜
査

事
件

指
導
官

少
年

策
　
官年

ー
ト

タ
ー
長

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
少
年
事

件
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

命
を
受
け
、
被
害
少
年
の

保
護
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

命
を
受
け
、
少
年
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理

し
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

捜
査
第
一
課

捜
査
第
二
課

機
動
捜
査

隊
長

広
域
機
動

捜
査
班
長

性
犯
罪
捜
査

指
　
導
　
官

特
捜
指
導
官

暴
力
団
特
別

命
を
受
け

の
事
務
を
掌

員
を
指
揮
監

命
を
受
け

査
班
の
事
務

命
を
受
け

の
指
揮
及
び

事
務
を
掌
理

命
を
受
け

務
の
う
ち
、

及
び
技
能
を

罪
の
捜
査
に

び
に
教
養
に

命
を
受
け

る
犯
罪
の
捜

務
を
掌
理
す
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「

を

」

「

「

を

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
6
年
３
月
2
4
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
条
第
１
項
の
改
正
規
定

「
科
学
捜
査
研
究
所

（
「
科
学
捜
査
研
究
所
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
２

機
　
動
　
捜
　
査
　
隊
」

項
の
改
正
規
定
（
生
活
保
安
課
の
項
及
び
捜
査
第
二
課
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
５
条
の

改
正
規
定
（
科
学
捜
査
研
究
所
の
項
の
次
に
機
動
捜
査
隊
の
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第

1
6
条
第
１
項
の
改
正
規
定
（
警
務
課
、
捜
査
第
一
課
及
び
機
動
捜
査
隊
の
項
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

捜
査
第
二
課

暴
力
団
特
別

捜
査
隊
長

び
に
教
養
に

命
を
受
け

務
を
掌
理
す

、
機
動
捜
査
隊

理
し
、
隊
の
職

督
す
る
。

、
広
域
機
動
捜

を
処
理
す
る
。

、
性
犯
罪
捜
査

指
導
に
関
す
る

す
る
。

、
課
の
所
掌
事

専
門
的
な
知
識

要
す
る
知
能
犯

お
け
る
指
導
並

当
た
る
。

、
暴
力
団
に
係

査
に
関
す
る
事

る
。

捜
査
第
一
課

捜
査
第
二
課

組
織
犯
罪

対
策
課

機
動
捜
査
隊

性
犯
罪
捜
査

指
　
導
　
官

特
捜
指
導
官

薬
物
捜
査

指
　
導
　
官

組
織
犯
罪

特
別
捜
査

班
　
　
　
長

広
域
機
動

捜
査
班
長

命
を
受
け
、
性
犯
罪
捜
査

の
指
揮
及
び
指
導
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
す
る
。

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
知
能
犯

罪
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

命
を
受
け
、
課
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
要
す
る
薬
物
事

犯
の
捜
査
に
お
け
る
指
導
並

び
に
教
養
に
当
た
る
。

命
を
受
け
、
組
織
犯
罪
の

捜
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

命
を
受
け
、
広
域
機
動
捜

査
班
の
事
務
を
処
理
す
る
。

捜
査
第
一
課

強
行
特
捜

班
　
　
　
長

機
動
捜
査
隊

副
　
隊
　
長

命
を
受
け
、
強
行
特
捜
班

の
事
務
を
処
理
し
、
捜
査
第

一
課
長
を
補
佐
す
る
。

命
を
受
け
、
機
動
捜
査
隊

の
事
務
を
処
理
し
、
捜
査
第

一
課
長
を
補
佐
す
る
。

捜
査
第
課

機
動
捜
査
隊

副
　
隊
　
長

命
を
受
け
、
機
動
捜
査
隊

の
事
務
を
処
理
し
、
捜
査
第

一
課
長
を
補
佐
す
る
。

捜
査
第
一
課
強
行

班
　

特
捜長

命
を
受
け
、
強
行
特
捜
班

の
事
務
を
処
理
し
、
捜
査
第

一
課
長
を
補
佐
す
る
。
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